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令和８年１月２３日 

 

質 疑 回 答 書 

（１／５） 

事業名 我孫子市水道事業ビジョン等策定業務委託 

発注課名 我孫子市水道局 経営課 経営係 

質    疑 回    答 

１ プロポーザル募集要項 P.4 8 （1） 

評価方法について 

・全体で何点満点なのか 

・各評価事項の配点は何点なのか 

・どのような基準で採点するのか 

・見積金額の採点方法はどのような基準

なのか 

上記4点についてご回答願います。 

 

１ 評価項目の配点及び基準等について

は、公表しておりません。 

２ プロポーザル募集要項 P.2 3 （4） 

配置担当技術者について 

テクリス登録を行っていない業務、また

はテクリス登録において名前の記載をし

ていなかった業務を、配置担当者の業務

実績証明としたいのですが、公的書類で

の業務実績の証明が出来ません。提出で

きる書類としては、当時の打合せ議事録

で技術者として協議を行い、実務を行っ

ていたことが確認できるものがありま

す。 

このような場合、打合せ議事録の写しを

もって実務実績の証明と認めていただ

けますでしょうか。 

また業務を担当したがテクリスでの証明

ができない場合、何を添付すればよいで

しょうか。 

 

２ 打合せ議事録の写しのみでは、業務実

績としての証明にはなりません。業務実

績の証明は、プロポーザル参加者の代

表者(様式1 参加者の代表者)が証明す

る業務経歴書(代表者の押印が必要)及

び契約書の写し等を想定しています。契

約書の写しが提出できない場合は、業務

実績が過去5年以内に官公庁が発注し

たものであることが証明できれば、契約

書の写し以外でも可能です。 
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（２／５） 

質    疑 回    答 

３ プロポーザル募集要項 P.2 3 （4）

雇用を証明する書類について 

弊社からの雇用を証明できる書類に関

して、貴庁で提出を想定している書類が

あればご教授いただけますでしょうか。 

これまで、弊社では健康保険被保険者証

を提出しておりましたが、健康保険証が

廃止になったため別の書類の提出で対

応したいと考えております。社内では健

康保険の標準報酬決定通知書等の提出

を検討しております。 

 

３ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準

報酬決定通知書、住民税特別徴収税の

通知書・変更通知書、源泉徴収票等を想

定しています。詳しくは下記ページの、

「健康保険証の廃止に伴う入札における

資格確認書類提出の対応について」をご

参照ください。（http://www.city.ab

iko.chiba.jp/jigyousha/nyusats

ukeiyaku/oshirase/oshirase_r5

6.html） 

４ 様式3 記入方法について 

プロポーザル募集要項 P.6 10 （3）

に「２つ以上かつ管網解析業務を 

一括または個別に行った業務」とありま

すが、業務を個別に行ったものを記入す

る場合、情報を統一して１つの業務とし

て記入する必要があります。その場合、

事業名、業務概要、完了年月日を１つに

まとめたものを記入してよろしいでしょ

うか。またこの考え方ではない記入方法

を想定されている場合、記入例をご教授

ください。 

 

４ お見込みのとおりです。 

５ プロポーザル募集要項１０（５）課題に対

する留意事項のうち課題４（ｐ.7）につい

て 

「実現可能であることが必要」でありな

がら「実施が不可能である場合」とはど

のような場合を想定されていますでしょ

うか。ご教示ください。 

 

５ 我孫子市水道局が所有している現状の

システムや水運用の特色等を十分把握

していないことから、我孫子市水道局に

は適さない内容である提案、専門知識

が不足していることにより実現が困難な

提案及びメリットだけを考えデメリット

を考えない提案等を想定しています。 

http://www.city.abiko.chiba.jp/jigyousha/nyusatsukeiyaku/oshirase/oshirase_r56.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/jigyousha/nyusatsukeiyaku/oshirase/oshirase_r56.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/jigyousha/nyusatsukeiyaku/oshirase/oshirase_r56.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/jigyousha/nyusatsukeiyaku/oshirase/oshirase_r56.html
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（３／５） 

質    疑 回    答 

６ プロポーザル募集方向１０（５）課題に対

する留意事項のうち課題５（ｐ.7）につい

て 

「水道事業の動向及び情報」の水道事業

とは「我孫子市水道事業」との認識で間

違いないでしょうか。 

６ 『水道事業』は我孫子市の水道事業だけ

を指しているのではなく、近隣市、我孫

子市水道局と同程度の施設能力、システ

ム等を有する水道事業体など全国の水

道事業を指しています。最新の情報や各

事業体の動向等を考慮し、我孫子市水

道局に適した計画への反映方法を提案

してください。 

 

７ 要求水準書１１．（３）④浄水場の再構築

構想の検討のうちエ（ｐ.8）について 

「浄水場の移転による更新」の検討に際

し、移転先候補地については情報提供し

ていただけるという認識で間違いない

でしょうか。 

７ 浄水場の再構築構想の１つとして検討

しますので、受注者より移転先の候補地

選定から提案してもらうことになること

から、現状、我孫子市水道局で考えてい

る候補地はありません。また、浄水場再

構築構想を検討するために必要な提案

のため、移転を前提とした検討ではない

ことから最終的な候補地決定にはなり

ません。 

 

８ 要求水準書 P.1 3.履行期間につい

て  

履行期間中、R8年度およびR9年度の

実績値・決算値等の反映を想定していま

すか。 

８ 可能な限り最新の数値等を用いた検討

を行いたいと考えておりますが、実績値

及び決算値等の確定時期と計画策定時

期等の兼ね合いもあることから受注者

との協議とします。 

 

９ 要求水準書 P.8 11-(3)-(3-1)-④-

キ 

「以下の項目以外で5案以上提案」とあ

るが、「以下の項目を踏まえて5案以上

提案」ではないでしょうか。 

９ 記載している項目は水道局で考えられ

る浄水場再構築構想案となります。より

多くの検討を行いたいことから、水道局

では考えていない検討内容を受注者側

から５案以上の提案が必要となります。 
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（４／５） 

質    疑 回    答 

１０ 要求水準書 P.16 11-(8)-②-ア 

「また、すでに財政シミュレーションを実

施している場合は～」とあるのはどうい

う状況を想定しているのか？アセットマ

ネジメントの財政収支見通しに反映する

という意味でしょうか。 

 

１０ お見込のとおりです。なお、本項目の

時点修正に関しては、履行期間等との兼

ね合いもあることから、場合によっては

受注者との協議とします。 

１１ 要求水準書 P.17 11-(9) 

・パブリックコメントの募集期間・時期の

想定はあるでしょうか。（目標時期の確

認） 

・水道事業運営審議会の支援について、

開催時期の想定や回数の制約はありま

すか。また、同席は必要でしょうか。（と

りまとめ・同席回数の確認） 

 

１１ パブリックコメント及び水道事業運営

審議会の開催時期等については、現在

のところ未定です。また、受注者側から

の水道事業運営審議会への出席は考え

ておりませんが、内容によっては受注者

との協議とします。 

１２ 要求水準書 P.5 (3) 

浄水場施設適正規模と施設再構築構想

の違いについて、ご教示願えますか。 

１２ 浄水場施設適正規模は、水道局が現

在所有する施設数、施設能力及び設備

容量等が、現状及び将来の水需要等を

考慮した適正な浄水場施設規模という

意味で使用しています。また、施設再構

築構想は適正な浄水場施設規模にする

ため、施設の再構築を行うことを意味す

ることで使用しています。 

 

１３ 要求水準書 P.7 (3)-(3-1)-② 

水需要予測の計画期間を２０６０年度ま

でとした理由について、ご教示願えます

か。 

１３ 浄水場管理棟の使用年数を80年程

度と考えていることから、浄水場の再構

築を検討するためには一番新しい妻子

原浄水場管理棟が、建設後80年を迎え

るまで必要と考えていることから

2060年度までとしました。 

 

１４ 要求水準書 P.7 (3)-(3-1)-④ 

浄水場の再構築構想の計画期間を２０６

０年度までとした理由について、ご教示

願えますか。 

１４ １３の回答のとおりです。 
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（５／５） 

質    疑 回    答 

１５ 要求水準書 P.14 (7) 

施設整備計画の計画期間を２０６０年度

までとした理由について、ご教示願えま

すか。 

 

１５ １３の回答のとおりです。 

１６ 令和5年度に発注された我孫子市水

道事業基本計画及び経営戦略（後期）見

直し業務委託の成果品を貸与または開

示頂けませんか。 

１６ 今回の業務を実施するために必要な

資料であれば、受注者へ貸与することは

可能です。ただし、水道事業は変化して

いることから成果品の数値、考え方等を

今回の業務に活用できるかは受注者と

の協議となります。 

 

１７  受注実績の契約書、資格証及び業務

実績の添付方法 

企画提案書兼誓約書に、契約書の写しや

業務実績がわかる書類及び直接的かつ

恒常的な雇用を証明できる書類の写し

を添付するとの記載がありますが、様式

1においてはどの順番で、どこに綴じこ

むのか不明です。とじ込み順番に番号を

振るなど、明確にして下さい。 

 

１７ 企画提案書兼誓約書に添付されてい

れば問題ありませんので、添付する場所

及び順番は参加者の判断で構いませ

ん。また、契約書の写し、資格証の写し、

業務実績がわかる書類及び直接的かつ

恒常的な雇用を証明できる書類の写し

は正本のみに添付し、副本への添付は不

要です。 

 


